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※小学校は義務教育学校前期課程、中学校は義務教育学校後期課程を含む。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 児童生徒の不登校の状況について 令和２年１２月４日 
指     導     室 

（１）不登校の定義   平成 31 年４月１日から令和２年３月 31日までに 30 日以上欠席した長期欠席児童・生徒のうち、 

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しない、ある 

いはしたくてもできない状況にあることをいう（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く）。 

（３）これまでの取組 
① 平成 31 年３月に「江東区不登校総合対策（第２次）」を策定。学校に 

おける不登校への支援を「未然防止」「早期支援」「学校復帰・自立支 
援」の三つの段階で示す。 

② 児童・生徒の相談等に対応するため、スクールカウンセラーを全校に 
配置。 

③ 不登校担当者連絡会（年６回）・不登校未然防止連絡会（年２回）の 
実施。小・中学校間で連携した対応策等を協議。 

④ 区独自不登校調査の毎月実施（分析結果を未然防止、改善に生かす）。 
⑤ スクールソーシャルワーカー(SSW)を積極的に活用した関係機関との 

連携及び⻑期⽋席児童生徒対応の充実。 
⑥ 教育センターにおける教育相談(心理相談)において、不登校に対する 

支援の実施。 
 

【令和元年度ブリッジスクール在籍児童・生徒数】 

（４）今後の対応 
① 不登校対策に関わる教育委員会事務局各部署メンバー（指導主事・ 

SSW・教育相談職員・ブリッジスクール職員・心理士）による定例 
ケース会議の実施。 

② 不登校の⻑期化への対応について、教員の手引きとなるリーフレッ 
ト「不登校が⻑期化している児童・生徒への社会的自立に向けた支 
援の在り方」を作成し、全校に配布。 

③ ブリッジスクール通室児童・生徒の多様な学びを確保するためのオ 
ンライン学習の充実。 

④ 学校とブリッジスクールが連携した相談支援体制の充実。 
 

教室 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 計 
教育センター ０ 
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合計 １ 
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３ 
(2) 

５ 
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９ 
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36 
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＊中３生(36 名)進路先 
 都立高校(18)、私立高校(15)、サポート校(1)、専門学校(1)、就職(1) 

（２）調査結果の概要 

項目 学校数 不登校在籍 
学校数 

不登校 
児童・生徒数 出現率(％) 学校復帰率(％) 

小学校 46 
（46） 

43 
（42） 

217 
（172） 

0.88 
（0.71） 

25 
（27） 

中学校 24 
（24） 

24 
（24） 

351 
（327） 

4.38 
（4.14） 

14 
（24） 

 

不登校児童・生徒数は、小学校 217 人〔0.88％〕、
中学校 351 人〔4.38％〕であり、前年度と比較す
ると、出現率は小学校で 0.17 ポイント、中学校で
0.24 ポイントの増加となっている。また、不登校
児童・生徒の学校復帰率は、小学校で 25％、中学
校は 14％で昨年度より減少した。 
 
※（〔  〕内は出現率）、学校復帰率とは、「指導の結果登校

する又はできるようになった児童生徒」の割合である。 
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①いじめ【学校】

②いじめを除く友人関係をめぐる問題【学校】

③教職員との関係をめぐる問題【学校】

④学業の不振【学校】

⑤進路に係る不安【学校】

⑥クラブ活動、部活動等への不適応【学校】

⑦学校の決まり等をめぐる問題【学校】

⑧入学、転編入学、進級時の不適応【学校】

⑨家庭の生活環境の急激な変化【家庭】

⑩親子の関わり方【家庭】

⑪家庭内の不和【家庭】

⑫生活リズムの乱れ、あそび、非行【本人】

⑬無気力、不安【本人】

⑭上記に該当なし

不登校の要因（「主たるもの」及び「主たるもの以外にも当てはまるもの」の計）

小学校

中学校
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 不登校の要因は、「主たるもの」 
及び「主たるもの以外にも当てはま 
るもの」の計について、小学校では、 
本人に係る「無気力・不安」が最も 
多く、次いで家庭に係る状況の「親 
子の関わり方」が多い。中学校では、 
本人に係る状況の「無気力・不安」 
が最も多く、次いで学校に係る状況 
の「いじめを除く友人関係をめぐる 
問題」、「学業の不振」が多い。 

 
※不登校の要因については、「主たる

もの」を一人につき必ず１つ選択す
る。また、「主たるもの以外にも当
てはまるもの」がある場合には、一
人につき２つまで選択ができる。 
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※小学校は義務教育学校前期課程、中学校は義務教育学校後期課程を含む。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な特徴】 
○いじめの認知件数は、小学校では１年

生が 683 件で最も多く、次いで２年生
が 656 件となっている。中学校は１年
生が 185 件で最も多くなっている。 

○小・中学校ともに合計すると男子が多
いが、中学校３年生では女子がやや多
くなっている。 

○発見のきっかけは、アンケート調査等
の学校の取組によるものが多く、全体
の 75％を占めている。 

 
【主な対応】 
○学校いじめ防止基本方針に基づいた

全教職員のいじめへの確実な対応(い
じめの定義に基づく確実な認知) 

○学校いじめ対策委員会の確実な実施
と組織的な対応の充実 

○個人面談や無記名アンケートの実施
によるいじめの早期発見と早期対応 

○ＳＮＳルールの順守及びいじめ撲滅
に向けた児童生徒主体の取組の実施 

令和元年度 児童生徒のいじめの状況について 

 
 
 
 
 
 
 

件 率 件 

（１）いじめの定義   児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定 

の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ 

トを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛 

を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外は問わない。 

（３）これまでの取組 
① 「江東区いじめ防止基本方針」「健全育成総合対策〜いじめの防止に向けて〜」 

の策定（平成 30 年３月に改定）。 
② 「江東区いじめ問題対策連絡協議会」を年２回開催。区又は学校におけるいじ 

めの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策の推進に 
関する事項について協議。 

③  全校で「学校いじめ防止基本方針」を策定。各校のホームページへの掲載。 
④  リーフレット「いじめ対応マニュアル」を全校に配布。見逃しがちな軽微な 

いじめの具体例やいじめ対応の仕方等に加え、いじめの認知件数が多いこと
をもって、その学校や学級に課題があるという捉え方をしないことについて、
周知・徹底。 

⑤ 全校で「学校いじめ防止に関する年間計画」を作成。いじめに関する教員研
修を年間３回以上実施するとともに、いじめに関する授業を年間３回以上実
施（＊令和２年度については年間２回以上）。 

⑥ スクールカウンセラーによる、小学校５年生、中学校１年生を対象とした全 
員面接の実施。 

⑦ 全児童・生徒対象の年間３回以上のいじめアンケートを実施。 
⑧ 全校において、「児童・生徒主体のいじめ防止への取組」を実施。 
⑨ 平成 30 年度より、こうとう学びフォーラムにおいて「児童・生徒主体のいじ

め防止への取組」の事例発表（令和元年度は深川小学校児童会・第三砂町中
学校生徒会）。 

（４）今後の対応 
① 全ての教職員が「学校いじめ防止基本方針」を正しく理解し、学校いじめ

対策委員会における多角的な検証により、いじめを確実に認知するととも
に、ふれあい月間「学校シート」を活用した「PDCA サイクルによる評
価・改善」を行い、実効的ないじめ防止対策の推進。 

② こどもたちの多様性や互いのよさを認め合う態度の育成に加え、こどもた
ちがいじめを自分たちの問題として捉え、「いじめをなくすためにどうす
ればよいか」について、自ら考え、話し合い、行動できるようにするため
の取組の推進。 

③ 新型コロナウイルス感染症に関連したいじめ等の防止の観点から、学校が 
児童・生徒の発達の段階に応じて、適切に指導を行えるようにするための 
指導法の周知。 

（２）調査結果の概要 
 

 いじめの認知件数は、小学校 3396
件、中学校 321 件、計 3717 件であり、
前年度の 1.24 倍となっている。前年度
より小学校で 740 件の増加、中学校で
23 件の減少である。 
 平成 27 年度から増加傾向で、平成
27、令和元年度を比べると、小学校は
29.3 倍、中学校は 4.3 倍である。 
 
※いじめの認知件数は、令和元年度間におい

て、いじめの定義に該当するいじめを受けた
児童・生徒ごとに１件として数える。 

 解消しているものの割合は、小学校 
76.2％、中学校 76.3％、計 76.2％であ 
り、前年度より小学校で 9.4％、中学校 
で 10.0％の減少である。 
 
※解消しているものの割合については、令和２年３月

31 日現在の割合である。「解消している」状態とは、
少なくとも次の２つの要件が満たされている状態
である。 

 ①いじめに係る行為の解消：被害者に対する心理的
又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状
態が相当の期間（少なくとも３か月を目安とす
る）継続していること。 

 ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと：
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断
する時点において、被害児童生徒がいじめの行為
により心身の苦痛を感じていないと認められる
こと。 

校種 項目 H27 H28 H29 H30 R1 

小学校 
認知件数 116 548 904 2656 3396 

解消しているものの割合 96.6％ 92.0％ 89.8％ 85.6％ 76.2％ 

中学校 
認知件数 74 278 373 344 321 

解消しているものの割合 94.6％ 98.2％ 95.7％ 90.9％ 76.3％ 

計 
認知件数 190 826 1277 3000 3717 

解消しているものの割合 95.8% 94.1% 91.5% 86.2% 76.2% 
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